
(消費税含む）

料金 備考

Ⅳ診断書・検案書 ３，３００円

Ⅴ診察券再発行 ２１０円
Ⅵ意見書

 (ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ)
２２，０００円

○注意事項○

　

患者番号

住　所

変　更
有　・　無

申請者のお名前 患者様との関係

上記申込文書を受領しました。 受領者名

□ 身体障害者手帳診断書

□ 精神通院医療・精神障害者手帳診断書

□ 障害児福祉手当・特別障害者手当診断書

文書の申込用紙兼同意書

　　項　　　　　　　　　　　　　　　　目　

Ⅰ 診断書

理事長が定める
様式によるもの

□ 普通診断書

２，２００円

同一の文書を２通以上
希望する場合、２通目
から２２０円とする。

□ 健康診断書

□ 特別児童扶養手当診断書

□ その他、年金・保険給付に係らない診断書

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

その他のもの
（特殊診断書）

□ 国民年金診断書

その他、年金・保険給付に係る診断書

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

５，５００円

□ 厚生年金診断書

□ 生命保険診断書（入院手術診断書）※

□ 簡易保険診断書

□ 自賠責保険診断書

□

Ⅱ証明書

□ 通園（院）証明書

１，６５０円
□ 発症及び初診日に関する証明書

□ その他各種証明書

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

Ⅲ意見書

□ 育成医療意見書

１，１００円

□ 更生医療意見書

□ 補装具費支給意見書

□

□ 死亡診断書（検案書）

□ 診察券再発行

□ 意見書(ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ)

日常生活用具費支給意見書

□ 様式を問わない意見書

□ その他指示書等

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

患者様のお名前

〒

電話番号

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

※生命保険診断書は、保険加入年月日及び疾病申告の有無をご確認のうえ用紙を提出してください。

　　・郵送による申請・交付は受け付けておりません。

　　・労災保険については、当センター指定外となっております（療養費に準じた扱いとなります）。

　　・本人及び保護者以外が診療内容や診断において主治医等との面談をする場合には特殊診断書に準じた
　　 料金となります。この場合、備考欄の適用はございません。（本人等の同意書が必要となります。）

　令和　　　年　　　月　　　日に診断書・証明書料金等について説明を受け、同意いたしましたので、上記
文書を申し込みます。

◎枠内全てご記入ください



記入例

(消費税含む）

料金 備考

Ⅳ診断書・検案書 ３，３００円

Ⅴ診察券再発行 ２１０円
Ⅵ意見書

 (ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ)
２２，０００円

○注意事項○

　

住　所

変　更
有　・　無

患者様との関係　　母 電話番号

上記申込文書を受領しました。 受領者名 　 秋田　花子

文書の申込用紙兼同意書

　　項　　　　　　　　　　　　　　　　目　

Ⅰ 診断書

理事長が定める
様式によるもの

☑ 普通診断書

２，２００円

特別児童扶養手当診断書

□ その他、年金・保険給付に係らない診断書

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

同一の文書を２通以上
希望する場合、２通目
から２２０円とする。

□ 健康診断書

□ 身体障害者手帳診断書

□ 精神通院医療・精神障害者手帳診断書

□ 障害児福祉手当・特別障害者手当診断書

□

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

□ 死亡診断書（検案書）

Ⅱ証明書

□ 通園（院）証明書

その他のもの
（特殊診断書）

□ 国民年金診断書

５，５００円

□ 厚生年金診断書

□ 生命保険診断書（入院手術診断書）※

□ 簡易保険診断書

１，６５０円
□ 発症及び初診日に関する証明書

□ その他各種証明書

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

□ 自賠責保険診断書

□ その他、年金・保険給付に係る診断書

Ⅲ意見書

□ 育成医療意見書

１，１００円

□ 更生医療意見書

□ 補装具費支給意見書

□

□ 診察券再発行

□ 意見書 (ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ)

日常生活用具費支給意見書

□ 様式を問わない意見書

□ その他指示書等

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

令和　　　４年　　　４月　　　１日

患者番号　１２３４５ 患者様のお名前　　秋田 太郎

 秋田市南ケ丘一丁目１－２
※住所変更をした場合は『有』に〇をし、新しい住所をご記入ください。変更がない方もご住所をご記入ください。

申請者のお名前　　秋田 花子

※生命保険診断書は、保険加入年月日及び疾病申告の有無をご確認のうえ用紙を提出してください。

　　・郵送による申請・交付は受け付けておりません。

　　・労災保険については、当センター指定外となっております（療養費に準じた扱いとなります）。

　　・本人及び保護者以外が診療内容や診断において主治医等との面談をする場合には特殊診断書に準じた
　　 料金となります。この場合、備考欄の適用はございません。（本人等の同意書が必要となります。）

　令和　４年　４月　１日に診断書・証明書料金等について説明を受け、同意いたしましたので、上記文
書を申し込みます。

◎枠内全てご記入ください

０９０－１２３４－５６７８

〒　０１０－１４０９

希望する診断書に
レ点をご記入ください。


